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ト ピッ ク ス ︕ withコロナで変わる働き⽅

①新しい働き⽅
新型コロナウイルス流⾏に伴い、我々の⽣活も⼀変、働き⽅も⼤きく変わりました。4⽉7⽇に緊急事態宣⾔

が発令され、外出⾃粛となり、満員電⾞を避けるための在宅勤務・リモートワーク化がいっきに進み、新しい労
務管理が求められることとなりました。
これまで⽇本企業は、物理的な空間・時間を共有することに重きを置き、リモートワークを積極的に導⼊して

こなかったように⾒受けられます。当然のことながら、リモートにできない職種もあります。そのような場合で
も、これを転機に今までと違う働き⽅を検討すべき時が来ていると考える経営者の⽅も多いはずです。
残念ながら、緊急事態宣⾔解除後、報道を⾒ていると、多くの企業では出社前提の元々の働き⽅に戻りつつあ

るように思います。今まさに就業環境・インフラの整備、経営者や社員の意識、社員間の連携、マネジメント、
⽣産性の向上、社員の採⽤、育成などを抜本的に⾒直すチャンスかもしれません。

②ジョブ型雇⽤
仕事を⼈に紐づける欧⽶のジョブ型雇⽤に対し、⽇本は⼈を仕事に紐づけるメンバーシップ型雇⽤
⽇本は会社の⼀員であることを重視する「メンバーシップ型雇⽤」です。終⾝雇⽤を前提とした年功賃⾦制度

であり、労働時間や、勤務地、異動などは制限や制約がありません。
例えばドイツの場合、仕事を⼈に紐づけます。⽇本では基本的に全ての業務ができなければなりませんが、⽇

本が⽬指すジョブ型は、安易に社員を解雇しないドイツ流が近いとされています。⽇経新聞がそのモデルとして
クラウドビジネスソリューションを⼿がけるドイツ系企業SAPジャパンの取り組みを特集していました。
この会社の社員は世界に10万⼈いるため、⼈事評価制度が統⼀していなければ個々の能⼒がわかりません。

そのため世界共通のジョブディスクリプションを作成しています。（ジョブディスクリプションとは、職務の内
容を詳しく記述した⽂書（職務記述書）のこと） ⽇本ではあまり⾒かけませんが、欧⽶の企業では、⽇々の業
務から採⽤に⾄るまでなくてはならないものとなっています。
その他、働き⽅の施策として、シャドーイングというプログラムがあります。経営幹部に影のように付き添い、

その仕事や意思決定の仕⽅を学ぶことができます。スキルアップ施策として、100万以上のトレーニングコース
があり、何度でも受講できます。外部の研修などで⾃⼰負担が発⽣する場合は補助⾦が⽀給されます。また、⾃
⼰啓発休暇をとって集中的に学ぶこともできます。テレワークが週2⽇までなのは、イノベーションを起こすの
に必要な企業⽂化を育成するためなので、抜かりありません。働き⽅が柔軟で、今後の⽇本のモデルになるであ
ろう企業です。
このようなジョブ型雇⽤であれば、厳しい実⼒主義ではあるものの、成果を出せば⻑期

休暇を取ることもでき、ワークライフバランスのある働き⽅が実現できます。
今後⽇本も、外国⼈労働者が増えていくとを考えると、ますます多様性が必要となり、
また就業意欲を⾼めていく⼯夫が必要になるはずです。
⽇本式ジョブ型雇⽤の時代が⽬の前に来ています。
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＜⼈事評価の流れ＞



この夏、⻑野県⺠限定の「ディスカバー信州県⺠応援(宿泊)割」を利⽤しました。
40,000枚の販売開始後、即⽇完売のこのクーポンを運よく⼿にすることに成功。宿
泊5,000円割引に2,000円の観光クーポンがついており、地元のホテル、観光をと
ことん満喫し、⼤⼈も⼦供もリフレッシュすることができました。滞在したホテル
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では、除菌はもちろんのこと、予約室数を半分に抑えたり、チェックイン・アウトが重ならない⼯夫など、
様々な対策が取られており、安⼼して滞在ができました。 現在は「おでかけ割（観光クーポン）」が販売さ
れていますので⾒逃せません︕地域の観光産業を応援すると共に、利⽤する側も⼀緒に考え、⾏動する
ことで、コロナ禍での旅⾏を安⼼・安全に楽しみたいですね。 (折井)

令和2年度 おススメの助成⾦2
〜両⽴⽀援助成⾦ 出⽣時両⽴⽀援コース〜

先⽉号に引き続き、雇⽤保険関係の中でもオススメ
の助成⾦を今⽉も紹介していきます。
雇⽤保険関係の助成⾦は、⽣産性を向上させた会社

にボーナスがつく場合があります。

（1）助成⾦の⽀給申請を⾏う直近会計年度の⽣産性
がその3年前に⽐べて6%以上伸びていること
（2）⽣産性の計算式は次のとおり
営業利益＋⼈件費＋減価償却費＋動産・不動産賃借料
＋租税公課

雇⽤保険被保険者数（決算⽉の末⽇）
なお、⽣産性の伸び率6%を満たしていない場合でも、
⼀定の要件を満たすと割増⽀給の対象となります。

◎両⽴⽀援等助成⾦
出⽣時両⽴⽀援コース（⼦育てパパ⽀援助成⾦）
男性社員が育児休業を取得しやすい職場⾵⼟づくり

に取り組み、育児休業を取得したときに⽀給されます。
政府は、男性の育児参加を促すため、妻の出産直後の
夫を対象とした新たな休業制度を創設する⽅針を固め
たため、近い将来、男性が会社を休み育児に参加する
ことが当たり前になるかもしれません。

難易度︓★★★★★
オススメ度︓★★★

＜主な要件＞
・男性社員が⼦の出⽣後8週間以内に連続5⽇以上
（⼤企業14⽇以上）育児休業を取得すること

・次世代法の⼀般事業主⾏動計画を策定し届け出る
こと、社員に周知すること
・男性社員の育児休業取得に関する管理職や社員向
け研修会の実施
・厚労省のイクメンプロジェクトサイトでの発信
・育児休業を取得した男性の事例収集及び社内周知

○個別⽀援加算（新設）
男性社員が育児休業を取得するように育児休業取

得前に個別⾯談等を実施するなど、育児休業を後押
しした場合に助成⾦が加算されます。

＜改正ポイント＞
昨年は、連続5⽇以上の育児休業取得期間に最低1

⽇所定労働⽇数が含まれていればよかったところ、
今年度は最低4⽇間（⼤企業は9⽇間）の所定労働⽇
が含まれることが必要となり、ハードルがかなり上
がりました。

■育児⽬的休暇の導⼊・取得（NEW）
・育児⽬的休暇制度を新たに導⼊し、就業規則等へ
の規定・労働者への周知を⾏うこと
・男性労働者が育児休暇を取得しやすい職場⾵⼟作
りを⾏うこと
・上記の新たに導⼊した育児⽬的休暇を、男性労働
者が⼦の出⽣前6週間から出⽣後8週間の期間中に
合計して5⽇（⼤企業は8⽇）以上所定労働⽇に取得
すること。

※＜＞内は⽣産性要件を満たした場合の⾦額
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